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よくあるお問い合わせその１

新型コロナへの対応状況は？

１．新型コロナワクチンの接種状況はどのくらいですか？

２．3回目のワクチン接種が必要となる時期はいつ頃ですか？

３．3回目のワクチン接種に向けて、どのような対応が必要ですか？

４．今後、職域接種は実施されますか？

５．いわゆる「ブレイクスルー感染」はどのくらい発生していますか？

６．面会制限等の緩和はどのように考えたらよいですか？



新型コロナへの対応状況は？
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よくあるお問い合わせその１

@全国社会福祉法人経営者協議会
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１．新型コロナワクチン接種の実施状況

（１）高齢者関係施設・事業所

高齢者関係施設・事業所では、希望する利用者、職員とも9割以上が2回接種を完了

利用者 職員

※2回の接種が完了していない理由〈抜粋〉
・ 家族の同意が得られないため
・ 本人の体調（アレルギー、妊娠中、基礎疾患治療中等）や宗教上の理由などから、接種を希望していないため

N-218N-202

【出典】
全国経営協モニター会員第4回調査
（令和3年10月28日～11月10日）
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（２）障害者関係施設・事業所

・ 障害者関係施設・事業所では、希望する利用者の約8割弱が2回接種を完了
・ 基礎疾患や障害特性により接種ができなかったり、接種希望の確認に時間を要したり、
優先接種の対象となっていなかったことから、一部、接種ができていない利用者がいる
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10%

全員2回接種完了

接種完了できていない者

がいる
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76%
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24%

全員2回接種完了

接種完了できていない者

がいる

※2回の接種が完了していない理由〈抜粋〉
・ 障害者が優先接種の対象外であったため、一部自治体で、まだ接種できていない
・ 基礎疾患があり、主治医から接種許可が下りない、障害特性により接種困難
・ 接種にかかる利用者本人の意思確認に時間がかかった
・ 通所の利用者など、複数事業所を利用しており、接種希望を把握していない

利用者 職員
N-156 N-164
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（３）子ども関係施設・事業所

・ 多くの施設・事業所の子どもは、接種対象外
・ 接種対象の子どもで、本人は接種を希望しているが、
保護者が反対しているため接種ができないケースがある

130
80%

32
20%

全員2回接種完了

接種完了できていない者

がいる
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29%
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71%

全員2回接種完了

接種完了できていない者

がいる

※2回の接種が完了していない理由〈抜粋〉
・ 接種対象の年齢に達していない
・ 子ども本人は接種を希望しているが、保護者が反対しているため接種ができないケースが複数ある
・ 最近入職した中途採用の職員のため
・ 副反応の不安等により、職員本人が接種を希望していないため

子ども 職員
N-120 N-162
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（４）救護施設等、その他関係施設・事業所

基礎疾患のために接種ができていない者がいるが、概ね希望する利用者・職員とも
接種が進んでいる

27
93%

2
7%

全員2回接種完了

接種完了できていない者

がいる

24
89%

3
11%

全員2回接種完了

接種完了できていない者

がいる

※2回の接種が完了していない理由〈抜粋〉
・ 基礎疾患のため医師の許可が下りない
・ インフルエンザワクチンでアレルギー反応が出たため、接種を控えた

利用者 職員

N-27 N-29
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２．3回目のワクチン接種が必要となる時期

いずれの施設・事業所についても、
令和4年1月以降、順次、3回目のワクチン接種が必要になる

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高齢者関係施設・事業所

障害者関係施設・事業所

子ども関係施設・事業所

救護施設関係・事業所等

令和3年12月 令和4年1月～ 2月～ 3月～ 4月以降

N-216

N-163

N-162

N-29
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３．3回目のワクチン接種に向けた対応

〔出典〕第9回 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会 資料

国として接種の優先順位を設けない⇒市町村の裁量が拡大
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４．職域接種について

12月13日（月）から申込受付開始 ⇒ １月中旬：接種計画の登録 ⇒ ３月より追加接種

＜1・2回目の職域接種からの変更点＞

✓ 武田/モデルナ社ワクチンも、ファイザー社
ワクチンと同程度の小分け配送を認める

✓ １会場当たり1,000人以上への接種を行うこ
とを想定 1,000人に満たない場合は要相談

✓ 専用相談窓口が設置



@全国社会福祉法人経営者協議会 9

５．いわゆる「ブレイクスルー感染」の発生状況

・ 約1割の高齢者施設・事業所で、いわゆる「ブレイクスルー感染」が発生。
ブレイクスルー感染：ワククチン接種した利用者や職員が新型コロナウイルスに感染すること

・ ブレイクスルー感染が発生した施設・事業所のうち、
陽性者数は1人、有症状者数・重症者数は0人が最も多いが、陽性者数・有症状者数
とも20名程度という施設もある。

20

9%

196

91%

ブレイクする―感染が発生した

1人
2人

3人
10人

26人

陽性者数

（１）高齢者関係施設・事業所
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感染

N-216
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５．いわゆる「ブレイクスルー感染」の発生状況

・ 障害者関係施設・事業所では、2％でブレイクスルー感染が発生したが、
重症者や入院者は出ていない

4

2%
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98%
ブレイクする―感染が発生した

1人

5人
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（２）障害者関係施設・事業所
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５．いわゆる「ブレイクスルー感染」の発生状況

・ 子ども関係施設・事業所では、2％でブレイクスルー感染が発生したが、
重症者は出ていない
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（３）子ども関係施設・事業所
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５．いわゆる「ブレイクスルー感染」の発生状況

・ 救護施設関係施設・事業所においても、ブレイクスルー感染が発生したが、
重症者や入院者は出ていない

1

3%

28

97%
ブレイクする―感染が発生した

1人

陽性者数

（３）救護施設等

0人

有症状
者数

0人

重症者数

0人

入院者数

救護施設等の
ブレイクスルー

感染

N-29
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６．日常に戻るための制限緩和の状況〔基準日11月1日〕

（１）①面会制限の状況

・ 面会者はワクチン接種者のみ、1回10分程度、少人数、面会場所の指定等の条件を設定
・ オンライン面会について、機材購入や通信環境整備に伴う財政支援の要望あり

27%

31%
19%

23%

救護等
46%

9%
14%

31%
障害

30%

4%
9%

57%
子ども

緩和した 今後、緩和予定 当面継続する もともと制限していない

②オンライン面会の状況

79%

21%

高齢
44%

56%
救護等

35%

65%

障害

23%

77%

子ども

ICTを活用し、実施した 実施していない

51%

18%

23%

8%

高齢

N-195 N-145 N-123 N-26

N-195 N-145 N-117 N-25
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６．日常に戻るための制限緩和の状況〔基準日11月1日〕

（２）利用者の外出制限

・ 県内の感染防止を踏まえ、段階的に制限を緩和する施設・事業所がある一方、
今後、インフルエンザの流行期となることから、当面解除しないとの回答もある

23%

31%19%

27%

救護等

38%

16%
21%

25%

障害

26%

13%

8%

53%
子ども

緩和した 今後、緩和予定 当面継続する もともと制限していない

（３）職員への行動制限

41%
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19%

22%

救護等

37%

15%
30%

18%

障害
40%

16%

21%

23%

子ども

緩和した 今後、緩和予定 当面継続する もともと制限していない

28%
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32%

13%

高齢

34%

19%

34%

13%

高齢

N-198
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N-145
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６．日常に戻るための制限緩和の状況〔基準日11月1日〕

（４）実習生の受入れ

・ ワクチン接種やPCR検査、健康観察、行動履歴など感染防止対策を徹底し、実習生を受入れている

・ 衛生用品の供給はおおむね安定しているが、いざ感染が発生したときの不足が懸念

37%

15%11%

37% 救護等47%

11%3%

39% 障害

35%

11%4%

50%
子ども

再開した 今後、再開予定 当面受入れない もともと制限していない

（５）衛生用品の供給

97%

3%

救護等

96%

4%

障害

97%

3%

子ども

必要なときに購入できる 依然として不足している

33%

22%8%

37% 高齢

93%

7%

高齢

N-211

N-216

N-159

N-164

N-161

N-160

N-27

N-30



社会福祉施設等における面会等の実施
にあたっての留意点の見直し
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緊急やむを得ない場合を除き制限する等の対応を検討

✓ 令和3年11月24日 厚労省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡が発出

可能な限り安全に実施できる方法を検討

要チェック！

◆ 入所者や面会者の体調

◆ ワクチン接種歴

◆ 検査結果等

◆ 面会の実施方法

・ 面会時間

・ 回数

・ 面会場所

◆ 感染防止対策の実施
等

〔参考〕モニター会員の対応例

・ 面会者にはワクチン接種の有無を聞き、
未接種の方には抗原検査等を実施

・ 面会時間の指定（10分程度～30分程度など）

・ 事前予約制とし、1か月あたりの面会回数を指定

・ 面会場所は、換気の良い居室以外と指定

面会見直しのポイント



保育士等、介護・障害福祉職員の賃上げの動きは？
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よくあるお問い合わせその２

@全国社会福祉法人経営者協議会

⚫ 令和4年2月から、収入の3％程度（月額9千円）引き上げるための措置を実施
⚫ 具体的な支給方法等は、今後示される
⚫ 公的価格の在り方を抜本的に見直す。月額9千円は「前倒しで実施」の位置付け

「コロナ克服・新時代開拓
のための経済対策」
〔令和3年11月19日閣議決定〕

経営協の要望が実現

法人裁量の拡大
運用の弾力化

十分な財源が確保されなければ
1人あたりの支給が減額する懸念
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議 長 内閣総理大臣
副議長 新しい資本主義担当大臣、内閣官房長官
構成員 財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣その他内閣総理大臣が

指名する国務大臣及び内閣総理大臣が指名する有識者

⚫ 新しい資本主義実現本部の下に設置
⚫ 「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプト
⚫ 新しい資本主義の実現に向け、ビジョンを示し、具体化を進める

１．新しい資本主義実現会議

新しい資本主義実現会議
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公的価格評価検討委員会

全世代型社会保障構築会議

座 長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長
慶應義塾学事顧問

座長代理 増田寛也 東京大学公共政策大学院客員教授
構 成 員 有識者等15名

２．全世代型社会保障構築会議・公的価格評価検討委員会

全世代型社会保障構築会議・公的価格評価検討委員会合同会議

座 長 増田 寛也 東京大学公共政策大学院客員教授
座長代理 武田 洋子 三菱総研シンクタンク部門副部門長
構 成 員 秋田喜代美 学習院大学文学部教授

菊池 馨実 早稲田大学法学学術院教授
権丈 善一 慶應義塾大学商学部教授
田辺 国昭 国立社会保障・人口問題研究所所長

⚫ 新しい資本主義実現会議 「緊急提言～未来を切り拓く
「新しい資本主義」とその起動に向けて～」（令和3年11

月8日とりまとめ）において会議設置を提言

⚫ 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築
する観点から、社会保障全般の総合的な検討を行う

⚫ 介護職や保育士の賃上げ等、
公的価格のあり方を抜本的に見直す



（参考）国の動きと全国経営協の対応

国の動き 全国経営協の動き

11月5日(金) 第5回常任協議員会

11月8日(月) 新しい資本主義実現会議 緊急提言とりまとめ

財政審財政制度分科会 社会保障について議論

11月9日(火) 全世代型社会保障構築会議
公的価格評価検討委員会 合同会議

第13回経済財政諮問会議 新しい経済社会の構築～

「成長」と「分配」の好循環について有識者議員から課題提起

11月10日(水) 厚労大臣、衛藤晟一議員、
阿達雅志議員に要望書
を提出

11月11日(木) 阿達雅志議員が
山際大臣に
経営協の提言を伝達

11月12日(金) 第5回政府税制調査会

11月17日(水) 秋田喜代美教授と
意見交換

11月19日(金) 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」
を閣議決定
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（参考）新しい資本主義実現会議 緊急提言
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＜資料抜粋＞財政審 財政制度分科会（令和3年11月8日開催）
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←事実誤認。同加算は全額職員に配分。



＜資料抜粋＞財政審 財政制度分科会（令和3年11月8日開催）
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＜資料抜粋＞公的価格評価検討委員会（令和3年11月9日開催）
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＜資料抜粋＞公的価格評価検討委員会（令和3年11月9日開催）
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＜資料抜粋＞公的価格評価検討委員会（令和3年11月9日開催）
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＜資料抜粋＞公的価格評価検討委員会（令和3年11月9日開催）
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令和元年度も依然として
全産業と比較し月額8.5万円の差

平成24年度は月額9.5万円の差



（参考）全国経営協の要望・提言（令和3年11月10日提出）
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（参考）全国経営協の要望・提言（令和3年11月10日提出）
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（参考）全国経営協の要望・提言（令和3年11月10日提出）
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３．第５回政府税制調査会（令和3年11月12日開催）

税調の議論開始 －今後の動向に注意－



地域における保育所・保育士等の在り方の検討状況は？

32

よくあるお問い合わせその３

@全国社会福祉法人経営者協議会

地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会

座 長 倉石哲也 武庫川女子大学教授
副座長 古賀松香 京都教育大学教授

令和3年末までに
とりまとめ

これまでの国の保育政策

都市部を中心とする
待機児童問題への対応を主軸

保育の量的拡充と質の向上

今後の地域における
保育所・保育士の在り方

人口減少下においても
保育を必要とする家庭への保育を確実に

かつ
質が確保された形で提供できる体制づくり

他の子育て関係機関とともに
個々の保育所の強みや体制等を踏まえた

役割分担を明らかにしつつ

地域全体として
多様な保育・子育てニーズを受け止める

環境整備を行う必要がある



（参考）地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会
取りまとめ（素案）の概要
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論点 速やかに開始すべきもの 中長期的な課題・今後の方向性

人口減少地域等に
おける
保育所の在り方

ⅰ）人口減少地域における保育の確保策
ⅱ）多機能化や他の機関との連携に対する
支援

※多角化についても、人材確保の支援と併せて検討
すべき時期

※保育所が多機能化を図るために、保育所が地域
子育て支援を含む多機能化を実践するための設備
整備に関する費用についても支援をすることが必要

ⅰ）保育所等の役割分担の整理・明確化
ⅱ）公定価格や新たな施策の展開等による
支援の在り方

※保育所の機能を踏まえた支援の在り方について、
公定価格を含め検討すべき

※公定価格における利用定員の区分については、
利用児童が減少している保育所の運営に支障が
生じないよう、その細分化を検討する必要

※人口減少を踏まえた見直しを進めるべき

多様なニーズを抱え
た保護者・子どもへ
の支援

ⅰ）一時預かり事業の利用促進
ⅱ）発達支援や配慮が必要な児童への支援

ⅰ）一時預かり事業の利用促進
ⅱ）発達支援や配慮が必要な児童への支援

保育所・保育士
による
地域の子育て支援

ⅰ）保育所・保育士による地域支援 ⅰ）保育所・保育士による地域支援
ⅱ）保育所保育指針の記載の拡充

保育士の確保・
資質向上等

ⅰ）保育士の確保方策
ⅱ）保育士の資質向上
ⅲ）保育士資格の管理の厳格化等

ⅰ）保育士の確保方策
※保育士の処遇改善について、引き続き財源の確保
と合わせて検討すべき

※待機児童対策への対応としての都市部への支援
だけでなく、人口減少地域での保育士の確保に
向けた支援についても、更に目配せをする方向性
で施策を検討すべき

ⅱ）保育士の資質向上
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全国経営協における会員法人に対する経営支援

【社会福祉法人制度改革】
◆平成29年度社会福祉法改正ハンドブック
◆社会福祉法改正ハンドブック
◆保育事業経営法人・小規模法人向け 社会福祉法の解説
◆社会福祉法人制度改革に関するQ＆A【全国経営協版】

【組織運営】
◆定款例の解説ならびに全国経営協モデル定款について
◆モデル定款細則について
◆役員・評議員の選任等にかかる解説
◆評議員選任・解任委員会運営規則（例）と作成のポイント
◆社会福祉法人役員、評議員の報酬等に関する基準策定にむけて

【人事管理】
◆福祉人材確保マニュアル（平成29年2月）
◆社会福祉法人との接点をもつ人々へのイメージアップ、
理解促進の着眼点
◆外国人介護人材受入れに関する基本的な考え方

【財務・経理】
◆厚生労働省「社会福祉充実残額算定シート（平成30年度版）」
◆社会福祉法人モデル経理規程
◆期末決算業務に関する総括点検表
◆決算管理チェックリスト」（法人全体用）
◆決算管理チェックリスト」（拠点区分用）
◆社会福祉法人現況報告書作成の留意点と進捗コントロールシート
◆新会計基準に準拠した経理規程作成ハンドブック
◆新会計基準への移行処理と予算書作成チェックリスト

【リスクマネジメント・災害対策】
◆社会福祉法人・福祉施設におけるﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの基本的な視点
◆福祉施設における事業継続計画ガイドライン【地震対策編】事例集
◆福祉施設経営における事業継続計画ガイドライン【地震対策編】
◆福祉施設経営における事業継続計画ガイドライン事前対策
チェックシート
◆全国経営協災害支援対策基本方針 ◆災害支援マニュアル
◆事業継続マネジメント実践マニュアル（全国青年会）

【中長期経営計画】
◆中長期計画策定マニュアル

【法人指導監査】
◆指導監査ハンドブック
◆指導監査ガイドライン早見表

【ホームページ】
◆会員法人情報公開ページでのブログ機能
◆広報戦略特設WEBサイト「ひとりひとりがHERO’S」

【動 画】
◆社会福祉HERO'S
◆社会福法人ってなに？

【広報ツール】
◆社会福祉法人ってなに？小冊子
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◆アクションプラン2020 ◆中長期計画策定マニュアル

◆全国経営協災害支援基本方針

◆事業継続計画ガイドライン など

◆アクションプラン２０２５ ◆決算管理チェックリスト

◆予算書作成チェックリスト ◆指導監査ハンドブック

など

◆モデル定款細則、モデル経理規程など、各種モデル書式

◆福祉人材確保ﾏﾆｭｱﾙ ◆外国人介護人材受入れに関する基本的な考え方

◆社会福祉法人との接点をもつ人々へのイメージアップ、理解促進の着眼点

◆災害支援マニュアル ◆事業継続マネジメント実践マニュアル（全国青年会）

◆会員法人MYページ（会員法人情報公開ページでのブログ機能等） など

（各種研修、メールニュース、会報『経営協』など）

（「ちょっと教えて、経営協」など）（都道府県経営協セミナーなど）

全国経営協における会員法人に対する経営支援

Plan

DoAction

Check



社会福祉法人経営に必要な要素
自立的経営を確立のための経営指標

36

ポイント

2040年問題を念頭に地域福祉を支え地域共生社会を主導する社会福祉法
人の役割を強調

行動指針ごとにSDGｓや公益法人ガバナンスコードとの関連性を明示

2020の到達状況を確認のうえ、さらなる展開に向けて項目を設定

1

2

3

地域の福祉を守り抜くための
未来志向の法人経営、事業展開

https://keieikyo.com/data/ap2025.pdf

アクションプラン２０２５
令和３年度
経営協事業
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社会福祉法人の基本姿勢

自主性・自立性をもって
未来志向で事業展開する社会福祉法人

経 営

地域全体を支え、地域の狭間のニー
ズに応える社会福祉法人

支 援

地域生活課題に対して包括的かつ
公益的に取り組む社会福祉法人

地域社会

福祉人材の採用・育成・定着
に取り組む社会福祉法人

福祉人材
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社会福祉法人行動方針
～社会福祉法人に対する取組課題～

基本姿勢Ⅰ
経営に対する基本姿勢

行動指針１ 経営者としての役割

行動指針２ 組織統治の強化

行動指針３ 健全で安定的な財務基盤の確立

行動指針４ コンプライアンスの徹底

基本姿勢Ⅱ
支援に対する基本姿勢

行動指針５ 人権の尊重

行動指針６ 包括的支援の充実・展開

行動指針７ サービスの質の向上

行動指針８ 安心・安全の環境整備

基本姿勢Ⅲ
地域社会に対する基本姿勢

行動指針９ 地域共生社会の推進

行動指針10 信頼と協力を得るための積極的なPR

基本姿勢Ⅳ
福祉人材に対する基本姿勢

行動方針11 中長期的な人材戦略の構築

行動方針12 人材の採用に向けた取組の強化

行動方針13 人材の定着に向けた取組の強化

行動方針14 人材の育成に向けた取組の強化

行動指針で「長期ビジョン」と「目的・考え方」を提示



経営分析・改善支援事業（仮称）
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令和３年度
経営協事業

01

02

03

WEB経営診断

兆候把握

支援チームによる
書面コンサル

悪化要因の分析

専門チームによる
対面コンサル

課題別の改善・再建に
経験・実績のある経営者、
専門家による個別支援

改善策・
再建策の検討

経営悪化
要因の分析

会員法人における
経営状況の把握

経営状況の“悪化傾向”をいち早く察知

悪化傾向の要因となっている
経営課題の分析

経営悪化要因に対応した
改善策・再建策の検討

会員法人における取組

経営分析・改善支援事業
（メニュー）



全国経営協版 社会福祉法人の事業展開指針
（多角化・多機能化編）

@全国社会福祉法人経営者協議会 40

社会福祉法人の事業展開のあり方に関する指針
－地域の福祉を守り抜く未来志向の法人経営に向けて－

事業譲渡編
令和2年9月発行

合併編
多角化・
多機能化編

連携・協働編

令和3年度末
公表に向け
作成中！

全国経営協では、できるだけ具体的な事例を取り上げながら、
事業展開指針－多角化・多機能化編を作成しています

令和３年度
経営協事業
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会員の声を制度・予算要望などの根拠に

全国経営協「モニター会員」
ご協力・登録ください

• 新型コロナウイルスへの対応や社会福祉法人をめぐる制度・予算への提
言・要望などあたって、会員法人の実情や課題を届けるため、アンケート（モ
ニター調査）に協力いただくモニター会員を募集しています。

• この間、すべての福祉従事者へのワクチン接種にかかる国への要望の根
拠として、また、会員メリット向上のための経営協事業の展開などに活用！

現在、約500法人が登録

説得力のある提案・要望の根拠づくりなどのため、

1,000法人の登録に向けご協力ください。



これまでの調査実施状況

@全国社会福祉法人経営者協議会 42

調査期間 調査項目 調査結果の活用

第1回
2020年12月11日
～12月18日

・会報「経営協」について
・経営支援ツールについて
・会員メリットについて
・全国経営協へのご意見

回答結果を博報堂に提供し、
入会パンフレットを作成

第2回
2021年3月9日
～3月17日

・年度末・決算期の法人運営
での困りごと
・働き方改革への対応状況

会員への情報発信に反映

第3回
2021年4月23日
～5月7日

・定期的なPCR検査の実施状況
・ワクチン接種の実施状況

すべての福祉従事者へのワ
クチン早期接種等にかかる
都道府県経営協と全国経営
協の共同要望を実施

第4回
2021年10月28日
～11月10 日

・コロナワクチン接種の状況
・３ 回目接種が必要となる時期
・ブレイクスルー感染の状況
・定期的なPCR検査等の実施状況
・日常に戻るための制限緩和

すべての福祉従事者へのワ
クチン接種体制の整備等に
かかる種別協議会と全国経
営協の共同要望を実施

会員法人への情報提供、国への要望や政策会議等への対応
にあたっての課題把握、提案根拠として活用！
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申し込み方法
QRコードを読み込み登録フォームより
申し込みいただけます。

代理登録用専用フォーム（Word） に必要事項をメールまたはFAXでお知らせいた
だければ、本会で代理登録いたします。

代理登録用専用フォーム（Word）はHPに掲載しています。
https://www.keieikyo.com/keieikyo/news/148

各法人の経営実態や課題、本会事業へのご意見のほか、社会福祉法人制
度、報酬改定、公定価格や措置費の見直しなど、登録いただいた事業種別
に特化した調査も実施し、種別ごとの課題に応じた対応を進めます

○ 課題・テーマに応じた１０項目程度の設問に回答いただきます。
○ ＷＥＢアンケートシステムを活用し、簡便に入力いただけるようにしています。
（年10回程度）

○ 協力費として、年額1万円をお支払いします。
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最新の制度動向をお届けする、

メールニュース「経営協情報」
ご活用ください！

zenkoku-keieikyo@shakyo.or.jp

登録を希望される方は
下記アドレスまでご連絡ください

最新の制度動向や全国経営協の活動状況等、会員法人の皆さまに提供している
メールニュース。全国経営協のWEBサイトには「経営協情報」のバックナンバーを
掲載しています。
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• 会員法人向け相談窓口「ちょっと教えて！経営協」を開設中

• セミナー中に質問できなかった内容等、無料で相談可

【受付時間】
9：30～12：00 13：00～17：30（土日祝を除く）
【相談窓口】
電話のほか、メールやＦＡＸでも受け付け可能
TEL 03-3581-3455  FAX 03-3581-7928
E-mail：oshiete@keieikyo.gr.jp
【対 象】
全国経営協会員法人（全国経営協の会員番号が必要）

ちょっと教えて！経営協


